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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車両が走行中に収集した車両の位置と姿勢及び走行速度の情報を含む車両の挙動
情報を取得する車両情報取得部と、
　車両が走行した位置の軌跡を記憶する全車両軌跡データベースと、を備えた路面状況推
定装置において、
　車両が走行した位置の軌跡について、前記車両の挙動情報から当該軌跡上の起伏を推定
する起伏推定手段と、
　車両が走行した位置の軌跡と前記車両の挙動情報から、当該車両の軌跡に対する轍の起
伏を推定する轍推定部を有し、
　各車両について、前記起伏推定手段で求めた車両の走行軌跡上の起伏と前記轍推定部で
求めた当該走行軌跡に対する轍の起伏を重ね合わせて求めた路面状況を前記車両に配信し
、
　前記轍推定部は、車両が走行中に計測した前記挙動情報から車両の旋回または急加減速
を含む挙動を推定する車両挙動推定部と、車両の挙動から推定した起伏量と先に求めた起
伏量との差分による起伏変化率から当該車両の挙動により生じる轍の起伏を推定する起伏
推定部とを備えることを特徴とする路面状況推定装置。
【請求項２】
　請求項１の轍推定部において、車両の挙動から推定した起伏量と先に求めた起伏量との
差分を計算し、一度の車両走行により生じる起伏量である起伏変化率を求める計測・推定
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差分最尤推定部を備えることを特徴とする路面状況推定装置。
【請求項３】
　請求項２の計測・推定差分最尤推定部において、車両の挙動から推定した起伏量が取得
できない場合には、前記起伏変化率を一定値として計算することを特徴とする路面状況推
定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体の走行軌跡を用いて、路面状況を推定する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両制御に路面状況を反映させる技術として、特許文献１のように地図データへ起伏の
有無を学習した結果を書き込み、サスペンションや速度の制御に用いる特許が開示されて
いる。
【０００３】
　そして路面の起伏などの路面状況を取得する技術として、特許文献２には、振動などの
データから起伏を推定し、起伏の位置を記録する技術が記載されている。また、特許文献
３には加速度データを用いる手法が、特許文献４や特許文献５にはカメラ画像を用いる手
法が開示されている。更に特許文献６には、地図データを用いて、得られた加速度データ
に閾値を設定することで起伏の有無の推定を高精度化する技術が記載されている。特許文
献７では、自車両に取り付けたセンサ情報とサスペンションの情報を用いて道路傾きの影
響を除いた路面推定を高精度に行う技術が記載されている。そして特許文献８には、複数
車両から得られる路面情報を通信により受け取り、車両制御を行う技術が記載されている
。
【０００４】
　これらの従来技術により、自車両がこれから走行する位置の路面状態でも、他の車両が
走行・計測していた場合には、事前に計測された路面情報を取得し推定することができる
ようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１０７５８４号公報
【特許文献２】特開２００６－１５３７１４号公報
【特許文献３】特開平４－１１５３９８号公報
【特許文献４】特開２００６－５３７５７号公報
【特許文献５】特開２００４－１５１８８３号公報
【特許文献６】特開２００６－２３９１１７号公報
【特許文献７】特開２００８－１８５４１８号公報
【特許文献８】特開２００５－１８２４０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、走行路が未舗装で土などのように柔らかい路面である場合、車両の轍により生
じる起伏はタイヤの外側に生じるため、車両単体での計測は難しい。また、通常の走行で
は轍に沿って走行することが多いため、轍によって生じる起伏は計測されない。そのため
、自車がこの轍と交わるような進行路を採っている場合は、他の車両が計測した路面状態
とは異なる路面状態となっている可能性が高い。従来技術により推定された路面状態は、
これらの点は考慮されておらず、車両が通過した後の路面状態とは乖離が大きく、次に走
行する車両にとって適切な車両制御が困難な状況となり得る。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　複数の車両が走行中に収集した車両の位置と姿勢及び走行速度の情報を含む車両の挙動
情報を取得する車両情報取得部と、車両が走行した位置の軌跡を記憶する全車両軌跡デー
タベースとを備えた路面状況推定装置において、車両が走行した位置の軌跡について、前
記車両の挙動情報から当該軌跡上の起伏を推定する起伏推定手段と、車両が走行した位置
の軌跡と前記車両の挙動情報から、当該車両の軌跡に対する轍の起伏を推定する轍推定部
を有し、各車両について、前記起伏推定手段で求めた車両の走行軌跡上の起伏と前記轍推
定部で求めた当該走行軌跡に対する轍の起伏を重ね合わせて求めた路面状況を前記車両に
配信する。
【発明の効果】
【０００８】
　路面形状が変わり易い道路において、路面状況を推定するために走行軌跡情報を収集し
た車両が、その走行により轍上には形成した起伏の変化を推定し、これを、車両の軌跡に
重畳することで、車両が走行した後の路面状況を推定し、その情報を車両にフィードバッ
クすることにより、これまでは計測されなかった轍による起伏を路面状況に反映すること
ができる。これにより、より安全な減速制御や警告を行うことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】路面推定機能を有するシステムの概略。
【図２】全車両軌跡ＤＢのデータ構造。
【図３】現在計測路面状況地図および路面状況地図のデータ構造。
【図４】全車両スペックＤＢのデータ構造。
【図５】全車両センサ情報ＤＢのデータ構造。
【図６】轍推定部の構成。
【図７】轍による起伏を推定するフローチャート。
【図８】起伏変化率を推定するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　路面推定機能を実現する車両とセンタの構成の概略を図１に示す。
【００１１】
　車両１０１は、ＧＰＳや車速センサ，加速度センサ，ジャイロなどの角速度センサを用
いて車両が現在走行している座標位置と車体の姿勢を計測する位置・姿勢計測手段１０２
と、車体重量を計測する車体重量計測手段１０３と、それらのデータを一時的に保存する
センサ情報一時記憶手段１０４と、それらの情報を通信によってセンタ１０９へ送信する
送信機１０５と、センタ１０９からの情報を受け取る受信機１０６と、受け取った路面状
況のデータを基に車両制御を行う車両コントローラ１０７と、受け取った路面状況のデー
タを基に車載ディスプレイ（図示せず）にこれから走行する路面に起伏がある旨の注意画
面などを表示し、またその旨を音声で告知する表示・音声装置１０８とを有する。
【００１２】
　車両１０１は、ある所定の時間間隔で収集した車体重量およびセンサ情報を、センサ情
報一時記憶手段１０４に記憶しておく。この時間間隔の間に収集しているセンサ情報は所
定時間間隔分毎にセンタ１０９に送られ、収集途中のセンサ情報をセンタ１０９に送るこ
とはしない。また、それぞれのセンサ情報は受信したＧＰＳ信号から求めた時刻により時
間同期が図られているものとする。また、同様の車両が複数台存在し、それぞれの車両が
センタ１０９と通信しているものとする。送信機１０５からセンタ１０９への送信タイミ
ングは、送信可能な状態であり、かつセンサ情報一時記憶手段１０４に収集したセンサ情
報が一定期間分以上溜まっている場合に送信を行う。送信機１０５から送信されるセンサ
情報には、センサ情報を取得した時刻とＧＰＳまたは車速センサ，加速度センサ，角速度
センサのそれぞれのセンサから出力されたデータを用いて計測された車両の位置，走行方
位，走行速度からなる走行情報と、車速センサ，加速度センサ，角速度センサからの出力
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データが含まれる。
【００１３】
　車両１０１がセンタ１０９から受け取る情報は、その車両の進行経路の路面状況であり
、この情報を基に、車両コントローラ１０７では加減速制御やステアリング操作等を行う
。また、車載ディスプレイへの表示には路面状況の告知等が挙げられる。
【００１４】
　センタ１０９は、複数台の車両１０１からの情報を受け取る受信機１１０と、受信機１
１０で得られた情報から車両に固有の車両ＩＤとその車両の位置，走行方位，走行速度の
各データ及びそのデータを取得した時刻からなる走行情報、そして車体重量と、速度セン
サ出力データ，加速度センサ出力データ，角速度センサ出力データを含むセンサデータと
を、車両毎に取得し、また取得した走行情報のうち車両の位置から該当車両の存在するエ
リアのエリア番号を求める車両情報取得部１１１と、車両情報取得部１１１で取得した車
両毎の走行情報，車体重量，センサ情報と、車両の存在するエリア番号を保存する全車両
センサ情報ＤＢ１１２と、車両情報取得部１１１で取得した複数台の車両の走行情報のう
ちの位置データを時系列順に保存する全車両軌跡ＤＢ１１３とを有する。本実施例の説明
では、エリアは緯度経度に沿って矩形に分割された領域として定義され、それぞれの領域
にはエリア番号が付与されているものとし、車両情報取得部では取得した位置情報の緯度
経度から該当するエリアを決定するものとする。なお、エリアの定義はこれ以外にも、矩
形以外にも多角形で定義しても良く、その場合、車両位置がどの多角形の内部となるか判
定することにより、車両が存在するエリアが決定される。
【００１５】
　センタ１０９は更に、管理対象としている全車両について車幅や全長などの車両の諸元
情報を保存している全車両スペックＤＢ１１４を備えている。そしてセンタ１０９は、車
両情報取得部１１１で得た各車両の走行情報の内の位置の情報とセンサデータから車両モ
デルに基づいて車両が通過した路面の起伏量を計算する車両モデル起伏推定部１１５と、
車両モデル起伏推定部１１５で計算された路面の起伏量（以下、これを計測起伏量と呼ぶ
）をデータベースとして持つ現在計測路面状況地図１１６と、全車両軌跡ＤＢ１１３から
車両の軌跡を取得し、現在計測路面状況地図１１６に予め格納されている起伏の計算結果
と、車両が通過したことにより生成される起伏を推定した結果とを合成し、それぞれの車
両が走行したことによりできた轍による起伏の変化を反映した路面状況を推定する轍推定
部１１７と、轍推定部１１７にて推定された轍による起伏が反映された路面状況をデータ
ベースとして持つ路面状況地図１１８と、路面状況地図１１８と車両情報取得部１１１で
得られる各車両の位置情報からどの車両にどのエリアの路面状況を送信するかを設定する
各エリア配信設定部１１９と、その情報を各車両へ送信する送信機１２０とを有する。
【００１６】
　各エリア配信設定部１１９では、生成された路面状況地図１１８から各エリアの路面の
状態を取得し、車両情報取得部１１１で得られる各車両ＩＤとエリア番号から、それぞれ
の車両が走行中のエリアの路面状況を特定し、送信機１２０により各車両へ出力する。
【００１７】
　全車両軌跡ＤＢ１１３のデータ構造を図２に示す。全車両軌跡ＤＢでは、複数台ある車
両の中からどの車両の情報かを特定する車両ＩＤ２０１と、そのデータがどのエリアで計
測されたかを示すエリア番号２０２と、計測された軌跡の位置データ２０３を時系列で持
っており、各エリアに分けて車両走行軌跡データが保存されている。位置データ２０３は
、車両位置を示す三次元座標（ｘ座標（経度）２０４，ｙ座標（緯度）２０５，ｚ座標（
高度））を時系列順に並べたデータである。前述のように、エリアはある点を始点とした
緯度経度に並行に区切られた矩形で定義される範囲であり、センタが管理する区域を全て
含む矩形を等分に分割し、最も北かつ最も西のエリアから順次番号を付ける。例えば、セ
ンタの管理する区域がある点から４km四方の矩形範囲に収まるとして、４×４の１６個の
小矩形で区切られるエリアを設定することができる。
【００１８】
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　現在計測路面状況地図１１６および路面状況地図１１８のデータ構造を図３に示す。現
在計測路面状況地図１１６および路面状況地図１１８は、同じデータ構造を持ち、エリア
番号３０１と、起伏データ番号３０２と、その起伏の振幅を示す起伏量３０３と、その起
伏位置を示す座標（ｘ座標（経度）３０４，ｙ座標（緯度）３０５）を持つ。現在計測路
面状況地図１１６は、車両が計測した結果に基づき算出された路面状況の中では最新の路
面状況であるが、車両が通過したことにより生じた起伏の変化は反映されていないため、
最新の状態よりも一つ前の路面状況ということになる。一方で、路面状況地図１１８は、
時間的に最新の路面状況を推定した地図である。
【００１９】
　全車両スペックＤＢ１１４のデータ構造を図４に示す。全車両スペックＤＢ１１４はそ
れぞれの車両に固有の車両ＩＤ４０１と、その車両の全長４０２および車幅４０３，タイ
ヤ幅４０４，荷積載していない状態での空の車重４０５といった車両の諸元情報が設定さ
れている。
【００２０】
　全車両センサ情報ＤＢ１１２のデータ構造を図５に示す。全車両センサ情報ＤＢ１１２
には、それぞれの車両に固有の車両ＩＤ５０１と、それぞれの車両で受信したＧＰＳ信号
から得られた時刻情報で同期が取られている時刻データ、またそれぞれの車両で計測され
た位置，走行方位，走行速度を含んだ走行情報５０２と、各速度センサ出力データ５０４
，加速度センサ出力データ５０５，速度センサ出力データ５０６を構造体として持つセン
サデータ５０３と、車体重量５０７が格納される。
【００２１】
　轍推定部１１７の構成を図６に示す。轍推定部１１７では、車両軌跡重畳部６０１が全
車両軌跡ＤＢ１１３から全車両の走行軌跡を読み出してエリア単位に分けて全車両の走行
軌跡を重畳し、タイヤ軌跡算出部６０２では、得られた車両の走行軌跡を車両のタイヤが
通過した跡であるタイヤ軌跡に変換する。車両挙動推定部６０３は、車両情報取得部１１
１から得られたセンサ情報が保存されている全車両センサ情報ＤＢ１１２から、各車両の
車体重量や走行速度，角速度センサ出力データ又は走行方位を得て、タイヤ軌跡算出部６
０２によるタイヤ軌跡位置の系列データとから、直進や旋回，急な加減速などの車両の運
動挙動を推定する。起伏量推定部６０４では、推定された車両の運動挙動を基にこの運動
挙動に対応するエリアの起伏変化率から車両が作り出す轍による起伏量を推定する。起伏
合成部６０５では、計測された起伏の大きさである計測起伏量を現在計測路面状況地図１
１６から取得し、これに起伏量推定部６０４で推定された轍による起伏量を合成し、車両
通過後の新たな路面の起伏量（以下、これを推定起伏量と呼ぶ）を生成する。そして起伏
設定部６０６では、合成された起伏量をもつ起伏を路面状況地図１１８に設定する。
【００２２】
　また轍推定部１１７では、前回の処理タイミングで路面状況地図１１８に設定した路面
状況を前回路面状況地図６０７に記憶しておき、計測・推定差分計算部６０８により、タ
イヤ軌跡算出部６０２によるタイヤ軌跡の位置の系列データに対応して、現在計測路面状
況地図１１６に保存されている車両モデル起伏推定部１１５で推定された最新の計測起伏
量と前回路面状況地図６０７に保存されている前回の轍推定部１１７の処理で推定された
起伏量の差分を計算する。計測・推定差分計算部６０８から出力される、各地点における
起伏の計測と前回に推定された起伏量の差分量は、計測差分路面状況地図６０９に記憶さ
れる。
【００２３】
　そして、計測・推定差分最尤推定部６１０では、計測された最新の起伏量と前回に推定
した起伏量の差分値から、車両が１回走行する度に生成される起伏量である起伏変化率を
最尤推定する。この時、タイヤ軌跡位置を中心とし、車体重量と速度を重みとした正規分
布形状（直進時，旋回時で大きさを変更）の窪みを仮定し、同一位置にて足し合わせた窪
み量をその地点の窪みとして、さらに、車両が計測した路面状況に保存されている窪み（
山）と比較して、各地点にて窪み（もしくは山）の絶対値が大きい値をその地点の轍によ
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る起伏とする。また、轍による起伏を実際に計測できた場合は、その位置を通過した車両
の重量や回数から１回の車両通過により生成される起伏量を計算し学習する。
【００２４】
　計測・推定差分最尤推定部６１０で最尤推定された起伏変化率は、起伏変化率記憶部６
１１に記憶される。
【００２５】
　起伏量推定部６０４では、この最尤推定された起伏変化率を起伏変化率記憶部６１１か
ら読み出し、車両挙動に対応する起伏変化率として、轍による起伏量を推定することにな
る。
【００２６】
　次に、各車両１０１から得られたデータに基づき計測される起伏の情報を用いて路面状
況地図１１８を生成する具体的な処理について説明する。
【００２７】
　車両情報取得部１１１では、前述のように、車両１０１から取得した各センサからの出
力データと車両の位置を、その車両の車両ＩＤと共に、車両モデル起伏推定部１１５へ出
力する。また、各車両の位置は、現在の位置が属するエリアのエリア番号を求め、そのエ
リア番号毎に時系列データとして全車両軌跡ＤＢ１１３にも書き出す。更に、車両１０１
から車体重量，計測した時刻とその時刻における位置，走行方位，走行速度の情報を含む
走行情報と、得られたセンサデータを、全車両センサ情報ＤＢ１１２へコピーする。
【００２８】
　車両モデル起伏推定部１１５では、特許文献７に示されるような方法を用いて、車両１
０１が位置・姿勢計測手段で計測したセンサデータ及び車体重量計測手段１０３による車
体重量を車両モデルに代入して路面の起伏を算出することができる。算出された起伏量（
計測起伏量）は、その位置と共に現在計測路面状況地図１１６に書き込まれる。複数台の
車両が同一地点を走行し、起伏の値が変化している場合は、ＧＰＳ信号から求めた時刻で
最も新しく算出された起伏を現在計測路面状況地図１１６に設定する。
【００２９】
　次に、轍推定部１１７により轍による起伏を反映した路面の起伏量を推定する処理のフ
ローチャートを図７に示す。
【００３０】
　まず、ステップＳ７０１にて、轍による起伏を推定する対象となるエリアを選択する。
エリアの選択は、エリア番号の小さい順に、未処理のエリアの中から順次行われる。
【００３１】
　次に、ステップＳ７０２では、車両軌跡重畳部６０１にて、対象としたエリアにのみ絞
った全車両の軌跡データを全車両軌跡ＤＢ１１３から取得する。
【００３２】
　次に、ステップＳ７０３では、タイヤ軌跡算出部６０２にて、全車両スペックＤＢ１１
４を参照して各車両ＩＤについて事前に登録されている車幅４０３を用い、それぞれの車
両のタイヤが通過した位置であるタイヤ軌跡を算出する。この時、車両の軌跡データに対
応する車両の位置は車体中心点の位置であるものとして、各車両のタイヤ位置は、車両進
行ベクトルの法線方向に車幅の半分の距離だけ離れた位置として計算する。タイヤ軌跡算
出部６０２からはこうして求められたタイヤ軌跡の位置系列が出力される。タイヤ軌跡位
置系列は、一つの位置系列に対して同じ番号を有し、その座標（緯度，経度）が紐付けら
れている。また後述するように各エリアの起伏変化率を計算する際、計測・推定差分計算
部６０８が各地点における起伏の計測と前回に推定された起伏量の差分量を計算するため
に読み出すまで、タイヤ軌跡算出部６０２では計算したタイヤ軌跡の位置系列を記憶して
おくものとする。
【００３３】
　次に、ステップＳ７０４では、車両挙動推定部６０３にて、全車両センサ情報ＤＢ１１
２から車両の角速度センサ出力データを読み出し、対象としている車両が直進中か旋回中
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か車両運動を判断する。ここでは角速度センサ出力データの値がある閾値以下であれば、
直進中であると判断してステップＳ７０５へ進み、閾値以上であれば旋回中であると判断
してステップＳ７０６へ進む。そしてステップＳ７０５では直進中フラグを立て、ステッ
プＳ７０６では旋回中フラグを立てる。
【００３４】
　続いて車両挙動推定部６０３では、ステップＳ７０７において急加減速の有無を判断す
る。急加減速の有無は、車両情報取得部１１１から得られる各車両の走行速度の値につい
て１サンプリング時刻前の値との差分を計算した値により判断される。走行速度情報のサ
ンプリング周期は位置・姿勢計測手段１０２のサンプリング周期に従うものとし、前回値
との差分の絶対値がある閾値以上であれば急加減速があったものとしてステップＳ７０８
に進む。それ以外であればステップＳ７０９に進む。そしてステップＳ７０８では、急加
減速があったと判定されているため、急加減速フラグを立てる。なお、急加減速の有無を
判断する際に、全車両センサ情報ＤＢ１１２に記録されている車両の加速度センサ出力デ
ータを用いて判断しても良い。
【００３５】
　ステップＳ７０９では、起伏量推定部６０４によりタイヤ軌跡上の轍による起伏量を推
定する。対象としているエリアについて、車両挙動推定部６０３が出力した車両挙動推定
結果（直進中フラグ，旋回中フラグ，急加減速フラグの状態）と、ある車体重量の車両が
１度走行することによって生成される起伏量の標準偏差値である起伏変化率から、轍によ
る起伏量を推定する。該当するエリアの起伏変化率は、各エリアにおいて、車体重量によ
り変化し、その値は車体重量の範囲ごとに起伏変化率記憶部６１１に記憶されている。こ
こでは車両が走行した後、車両中心点を平均とした正規分布型の起伏ができるとする。起
伏変化率は車両が１度走行することによって生成する起伏量の標準偏差値であるため、車
両の中心点において最大の起伏量があり、そこから離れるに従い、正規分布型に起伏量が
算出できる。轍による起伏の推定はステップＳ７０５，Ｓ７０６で設定した直進中フラグ
もしくは旋回中フラグにより決定する。直進中フラグがたっている場合は、左右両輪のタ
イヤ軌跡上に均等に土が削れる。一方、旋回中フラグが立っている場合は、旋回方向と逆
側のタイヤに力が大きくかかり、更に深く削れる。そのため、正規分布型の平均であった
車両の中心点が旋回方向と逆側にずれて、旋回方向と逆側のタイヤ軌跡上の方が旋回方向
のタイヤ軌跡上よりも土が削れることになる。この土が削れる量は起伏変化率から求まる
。
【００３６】
　タイヤ軌跡上の轍による起伏量ｌは以下の（式１）に従って求めることができる。
【００３７】
【数１】

【００３８】
　（式１）は、車両中心点からタイヤ軌跡点までの距離の関数であり、車両中心点が仮想
的に最も起伏量が大きくなっている。また、タイヤ軌跡点はちょうど標準偏差点となって
いる。また、各エリアにおける起伏変化率は、前述のように車体重量の範囲毎に設定され
ているため、エリア番号ｊのエリアにおける処理対象としている車両の車体重量Ｍが当て
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はまる車体重量範囲に対して設定されている起伏変化率ｌ0（ｊ，Ｍ）の値が用いられる
ことになる。
【００３９】
　旋回中フラグが立っている場合、正規分布型起伏量の平均が車両中心点からｗだけずれ
る。この値は、以下の（式２）によって求めることができる。車体のロール角ζは、車体
重量Ｍおよび車両の横加速度から一意に決定されるものとし、この車両の横加速度は車速
Ｖおよび角速度Ωから決定される。車速Ｖ及び角速度Ωは、全車両センサ情報ＤＢ１１２
に記録されている車両の走行速度および角速度センサ出力データの値から求める。
【００４０】
【数２】

【００４１】
　また、急加減速フラグが立っている場合、（式１）のｋに車両の加減速度に応じた値を
代入し、（式１）を計算する。ここでｋは加減速度に対して決定される定数であり、車両
の加減速度との関係は予め決定されているものとし、例えば急加減速フラグが立っている
場合には“１．５”とし、急加減速フラグが立っていない場合、ｋは初期値である“１”
のようになる。
【００４２】
　ステップＳ７１０において、起伏合成部６０５では、現在計測路面状況地図１１６から
対象としているエリアについて計測された路面の起伏量を取得し、起伏量推定部６０４よ
り轍による起伏の位置とその大きさを取得し、合成することで各地点におけるタイヤ軌跡
上の推定起伏量を求める。合成は、各地点について計測された路面の起伏量に轍の起伏の
大きさを単純に足し合わせることにより行う。
【００４３】
　ステップＳ７１１では、起伏設定部６０６により、ステップＳ７１０にて起伏合成部６
０５で求めた推定起伏量を各起伏の位置に設定し、路面状況地図１１８へ書き出す。
【００４４】
　ステップＳ７１２では、全てのエリアを処理対象としたかを判定し、まだ処理対象とし
ていないエリアがあった場合、ステップＳ７０１に戻って次のエリアを選び直し、ステッ
プＳ７０１からステップＳ７１１までを繰り返す。全てのエリアを対象とした処理が終わ
った場合は、ステップＳ７１３へ進む。
【００４５】
　ステップＳ７１３において、轍推定部１１７は、新たな路面情報に反映し終えた全車両
軌跡ＤＢ１１３のデータおよび現在計測路面状況地図１１６のデータを消去し、最新の路
面状況が反映された路面状況地図１１８のデータを前回路面状況地図６０７に複製し、処
理を終了する。センタ１０９では、上記の処理が周期的に繰り返され、路面状況地図１１
８には最新の路面状況が反映されてゆくことになる。
【００４６】
　次に、１度の車両走行による起伏の変化量である起伏変化率を推定する処理のフローチ
ャートを図８に示す。本処理は、図７の処理が全て終了した後、次の轍推定処理周期まで
に実行する。１度の車両走行による起伏の変化量はその道の硬さなどに依存すると考えら
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おける車体重量範囲ｍの起伏変化率ｌ0（ｊ，ｍ）を求める。
【００４７】
　まず、ステップＳ８０１として、計測・推定差分計算部６０８では、図７のステップＳ
７０３の処理でタイヤ軌跡算出部６０２が算出したタイヤ軌跡の位置系列をタイヤ軌跡算
出部６０２から読み出す。
【００４８】
　次にステップＳ８０２にて、計測・推定差分計算部６０８は、ある一つのタイヤ軌跡位
置系列を選択し、タイヤ軌跡上における計測起伏量と前回の推定起伏量の差分を計算する
。タイヤ軌跡位置系列の選択はその番号が小さい順に選択される。タイヤ軌跡上の計測起
伏量は、タイヤ軌跡算出部６０２で計算されたタイヤ軌跡位置点における現在計測路面状
況地図１１６の該当エリア内の起伏量であり、また前回の推定起伏量は、タイヤ軌跡算出
部６０２で計算されたタイヤ軌跡位置点における前回路面状況地図６０７の該当エリア内
における推定起伏量である。
【００４９】
　なお、計測起伏量が取得できない場合には、前回の推定起伏量との差分は一定量である
ものとして計算を行う。
【００５０】
　そしてステップＳ８０３にて、計測・推定差分計算部６０８は、ステップＳ８０２で計
算した結果を計測差分路面状況地図６０９に書き出し、続いてステップＳ８０４にて、全
てのタイヤ軌跡の位置系列に対してステップＳ８０２，ステップＳ８０３の処理を行った
かをチェックし、未処理のタイヤ軌跡が残っている場合には、ステップＳ８０２に戻って
処理を繰り返す。全てのタイヤ軌跡について処理が終われば、次のステップＳ８０５に進
む。
【００５１】
　次にステップＳ８０５において、計測・推定差分最尤推定部６１０では、計測差分路面
状況地図６０９に設定された計測起伏量と前回の推定起伏量の差分から起伏変化率を求め
る。起伏変化率ｌ0は以下の（式３）のような重みつき最小二乗法を順々にｎ回適用して
ゆくことにより最尤推定される。
【００５２】
【数３】

【００５３】
　ここで車体重量Ｍにより計測起伏量Ｌが変化するため、計測起伏量Ｌの分散値をφ（Ｍ
）として求める。このφ（Ｍ）は、車体重量Ｍが空の車重Ｍ0の時に最大値となる正規分
布として、（式４）のように表されるものとする。
【００５４】



(10) JP 5269024 B2 2013.8.21

10

20

30

【数４】

【００５５】
　この空の車重Ｍ0は、車両ごとに既知の値であり、各車両毎に全車両スペックＤＢ１１
４に記録されているものとする。
【００５６】
　ここで得られた起伏変化率ｌ0（ｊ，ｍ）がエリア番号ｊのエリアにおける車体重量の
範囲に該当する区分ｍの起伏変化率として起伏変化率記憶部６１１に記憶され、次の轍推
定処理周期における起伏量推定部６０４の処理で使用される。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　センタの轍推定部を用いると、鉱山などのトラック運行シミュレーションにおいて、ど
のタイミングでモータグレーダを投入するかを予測する装置にも適用できる。
【符号の説明】
【００５８】
１０２　位置・姿勢計測手段
１０７　車両コントローラ
１０８　表示・音声装置
１１１　車両情報取得部
１１３　全車両軌跡ＤＢ
１１７　轍推定部
１１８　路面状況地図
６０３　車両挙動推定部
６０４　起伏量推定部
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